
パラスポーツ競技活動支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 ＳＡＧＡアスリート育成強化推進本部長（以下「本部長」という。）は、障がいのある方のス

ポーツ活動をさらに推進するため、県内で活動するスポーツ団体（以下「補助事業者」という。）が、

各種大会に本県選手として出場資格がある選手の育成・強化に係る事業（以下「補助事業」という。）

を実施する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助事業の実施に

ついては、この要綱に定めるところによる。それ以外のことについては、佐賀県補助金等交付規則

（昭和５３年佐賀県規則第１３号。）を準用する。 
 

（交付の対象経費及び補助金額） 

第２条 補助金の交付の対象経費及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。 

２ 補助金の限度額については、毎年度、予算の範囲内において、別に定めるものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第３条 補助金交付申請書は、様式第１号のとおりとする。 

２ 前項の補助金交付申請書の提出期限は、毎年度５月３１日までとし、その提出部数は１部とする。 
  ただし、６月１日以降に申請した補助事業者においては、交付決定日から３月３１日までの期間

を補助事業実施期間として申請を認めるものとする。 
３ 補助金の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金の交付の決定をするまでに通常要す

る標準的な期間は、１４日とする。 

 

（補助金交付の条件） 

第４条 補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 
（１） この要綱の規定に従うこと。 
（２） 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、本部長の承認

を受けること。ただし、次に規定する変更については、この限りでない。 

ア 補助金の額の増減を伴わない変更 

イ 補助事業の目的及び計画の実施に影響を及ぼさない補助事業の内容の変更 
（３） 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、本部長の承認を受けること。 

（４） 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やか

に本部長に報告してその指示を受けること。 

（５） 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後５

年間保管すること。 
（６） 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、佐賀県ローカル発注促進要領

（平成２７年１０月２日付）のとおり県内企業と契約するように努めること。 
２ 前項第２号の規定により、本部長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式

第２号のとおりとする。 

 

（状況報告及び調査） 

第５条 本部長は、必要に応じて補助事業者等から補助事業等の遂行の状況について報告を求め、又

は調査することができる。 
 

（実績報告） 

第６条 実績報告書は、様式第３号のとおりとする。 

２ 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後１か月以内又は交付決定のあった年度の３月末日の

いずれか早い日までとし、その提出部数は１部とする。ただし、補助金が全額概算で支払われた場

合は、翌年度４月３０日までとする。 
３ 実績報告において、決算額のうち補助対象経費の合計額が、交付済額に達しない場合は、期限を

定めてその差額の返納を命じるものとする。 
 
（補助金の交付） 



第７条 この補助金は、概算払で交付することができるものとする。 

２ 補助金交付請求書は、様式第４号のとおりとする。 
 
（交付決定の取り消し等） 

第８条 本部長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し又は補助金の交付の内容、条件、その他

法令等若しくは指示に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず補助金の交付決定の全部又は

一部を取り消すことができる。 

２ 本部長は、補助事業者の構成員等が次の各号に該当することが判明したときは、前項の規定を準

用する。 
（１） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律７７号）第２条第

２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 
（２） 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団

員をいう。以下同じ。） 
（３） 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 
（４） 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団

又は暴力団員を利用している者 
（５） 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的

に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 
（６） 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 
（７） 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用している者 

３ 前２項の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されて

いるときは、期限を定めて、返還させることができる。 
 
（財産の管理及び処分） 

第９条 補助事業者は、補助事業が完了した後も、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産

（以下「取得財産等」という。）を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目

的にしたがって、その効率的運用を図らなければならない。 
２ 取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵

省令第１５号）別表第一、別表第二及び別表第五の規定によるものとする。 
３ 補助事業者は、前項に定める期間を経過する以前に取得財産等を処分しようとするときは、本部

長の承認を受けなければならない。ただし、当該取得財産等の取得価格又は効用の増加価格が１０

万円未満のものはこの限りでない。 
４ 本部長は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産等を処分したことによ

り収入があったときは、その全部又は一部に相当する金額をＳＡＧＡアスリート育成強化推進本部

に納付させることができるものとする。 
 
 

 附 則 
 この要綱は、平成３０年度分の補助金から適用する。 

 
 附 則 
 この要綱は、平成３０年７月１８日から適用する。 

 
 附 則 
 この要綱は、平成３１年度分（２０１９年度分）の補助金から適用する。 

 
  附 則 
  この要綱は、令和２年度分（２０２０年度分）の補助金から適用する。 
 
  附 則 
  この要綱は、令和３年度分（２０２１年度分）の補助金から適用する。 
 
 



 
  附 則 

この要綱は、令和４年度分（２０２２年度分）の補助金から適用する。 
 

附 則 
この要綱は、令和５年度分（２０２３年度分）の補助金から適用する。 
 
附 則 
この要綱は、令和５年度分（２０２３年度分）６月以降申請分の補助金から適用する。 

 
  附 則 
  この要綱は、令和６年度分（２０２４年度分）の補助金から適用する。 
 

附 則 
  この要綱は、令和７年度分（２０２５年度分）の補助金から適用する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
別表（第２条関係） 

対象経費 

県内に活動拠点を置く団体等（競技力向上に有意義な大会（※１）に本県選手とし

て出場資格がある選手が３名以上在籍すること）が実施する、選手の育成及び強化

に係る事業に要する経費。ただし、ＳＳＰトップアスリート、ＳＳＰライジングア

スリート、ＳＳＰ競技伴走型育成交付金等で県の補助金を交付されている選手個人

に係る経費を除く。 

 対象科目 補助要件 

 ア 旅費 大会や練習試合及び練習時の旅費実費相当額とする 

イ 報償費 〔指導手当〕 

下記を目安に、社会通念上適当な額とする。ただし、公立学校職員については、「指

導者Ⅱ」に示す額を上限とする。 

・指導者Ⅰ 

１，０００円 以内／時間（上限額 ５，０００円／日） 

[指導者Ⅰ] 

公立学校教職員を除く指導者。 

・指導者Ⅱ 

３，６００円 以内／４時間以上 

２，７００円 以内／２時間以上４時間未満 

１，８００円 以内／２時間未満 

[指導者Ⅱ] 

公立学校教職員。 

 ※ 教職員の場合、特殊業務手当との重複受給は不可とする。 

〔手土産等〕 

 ウ 使用料及び賃

借料 

〔使用料〕 

・施設使用料、駐車場料金、高速道路料金等 

※ 附属設備（冷暖房等）使用料を含む。 

〔賃借料〕 

・車両借上げ料等 

※ 運転手付き貸切バスは「ア 旅費」に計上すること。 

 エ 負担金 〔負担金〕 

・大会参加料等 

オ 需用費 〔消耗品費〕 

・ラインテープ、ボール等 

  １００，０００円 未満／単価 （税込） 

 ※個人所有となる消耗品は除く。 

〔食糧費〕 

・弁当代等 

〔燃料費等〕 

カ 役務費 〔通信運搬費〕 

・切手代、振込手数料、競技用具運搬等 

〔保険料〕 

・傷害保険、損害賠償責任保険等 

キ 備品購入費 〔備品購入費〕 

・競技用具等 

  １００，０００円 以上／単価 （税込） 

 ※個人所有となる備品は除く。 

備品を購入する場合は、別途定める備品台帳を作成し、適切に管理すること。 

ク 修繕費 〔修繕費〕 

・競技活動により損傷した競技用具の修繕費用等 

ケ その他 本部長が必要と認めるもの。 

補助率等 １０／１０以内（ただし、予算の範囲内において交付する。） 

補助事業実施期間 

５月３１日までの申請分においては、４月１日から３月３１日までとする。 

ただし、６月１日以降に申請した補助事業者の申請分においては、交付決定日から

３月３１日までとする。 

（※１）競技力向上に有意義な大会は以下のとおり。 

    ○パラリンピック・デフリンピック競技大会（予選会を含む） 

    ○全国障害者スポーツ大会正式競技 

    ○ジャパンパラ競技大会 



    ○日本パラ水泳選手権大会 

    ○日本ＩＤ陸上選手権大会 

    ○日本ボッチャ選手権大会 

    ○天皇杯日本車いすバスケットボール選手権大会 

    ○文部科学大臣杯争奪日本車椅子ツインバスケットボール選手権大会 

    ○大分国際車いすマラソン大会（IPC 公認大会） 

    ○天皇杯全国車いす駅伝大会 

    ○国際盲人マラソンかすみがうら大会（IPC 公認） 

    ○全国ろうあ者体育大会 

  ※上記以外の大会については、その都度、協議を行う。 


